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�愛媛県告示第２２４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２第６項の規定に

より、次のとおり指定代理納付者を指定した。

平成２９年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定代理納付者の名称及び主たる事務所の所在地

ヤフー株式会社

東京都千代田区紀尾井町１番３号

２ 指定代理納付者に納付させる歳入

インターネットを利用して納付するふるさと愛媛応援寄附金に

係る寄附金歳入

３ 指定代理納付者に歳入を納付させる期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第２２６号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２９年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２２５号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２９年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 指定代理納付者の指定…………………………………………………………………………………………………………………………………（総務管理課）…１１８

○ 指定自立支援医療機関の指定………………………………………………………………………………………………………………………（障がい福祉課）…１１８

○ 土地改良事業の工事の完了……………………………………………………………………………………………………………………………（農地整備課）…１１８

○ 農用地利用配分計画の認可………………………………………………………………………………………………（農産園芸課担い手・農地保全対策室）…１１９

○ 漁業の許可又は起業の認可の申請期間……………………………………………………………………………………………………………………（水産課）…１１９

○ 愛媛県収入証紙をもつて納付すべき使用料及び手数料の範囲の一部改正……………………………………………………………………………（会計課）…１１９

○ 土地改良事業の計画の変更の関係書類の縦覧…………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）…１１９

○ 道路の供用開始（県道松山東部環状線）……………………………………………………………………………………………………（中予地方局管理課）…１１９

○ 道路の供用開始（県道松山川内線）…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１２０

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………………………………………………………………………（中予地方局建築指導課）…１２０

○ 道路の区域変更（県道九島循環線）…………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）…１２０

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１２０

○ 道路の区域変更（県道奈良近永線）…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１２１

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１２１

○ 道路の区域変更（県道宇和島城辺線）……………………………………………………………………………………………（南予地方局愛南土木事務所）…１２１

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１２１

○ 道路の区域変更（県道野佐来八幡浜線）…………………………………………………………………………………………（南予地方局大洲土木事務所）…１２１

○ 指定医師の辞退の届出……………………………………………………………………………………………………………………（福祉総合支援センター）…１２２

公 告

○ 技能検定の合格者………………………………………………………………………………………………………………………………………（労政雇用課）…１２２

公安委員会規則

○ 愛媛県公安委員会公印規程等の一部を改正する規則……………………………………………………………………………………（警察本部運転免許課）…１２９

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

にこにこ薬局 角野店 新居浜市中西町６－４５ 株式会社 アクト 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２９年
３月１日

毎週（火・金）曜日発行 第２８５５号 平成２９年３月１０日

平成２９年３月１０日金曜日 第２８５５号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第２２７号
平成２９年２月２日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

平成２９年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

特定非営利活動
法人
ハート ｉｎ
ハートなんぐん
市場

愛媛県南宇和郡愛南
町御荘平山９４３番地

愛媛県南宇和郡愛南
町広見８１０ほか１９筆 １３，６１６

榎 本 和 � 愛媛県南宇和郡愛南
町上大道８７６番地

愛媛県南宇和郡愛南
町広見１０５４ほか３筆 ２，５６０

２ 認可年月日

平成２９年３月１日

�������
�愛媛県告示第２２８号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２９年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２９年３月１０日から２３日まで

�������
�愛媛県告示第２３０号
道前平野土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持管

理）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４

年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６項

の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２９年３月１０日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 道前平野土地改良区土地改良事業（維持管理）変更計画書の

写し

� 道前平野土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２９年３月１３から４月１０日まで

３ 縦覧場所

西条市役所本庁、同東予総合支所、同小松総合支所及び同丹原

総合支所

�愛媛県告示第２２９号
愛媛県収入証紙をもつて納付すべき使用料及び手数料の範囲（昭和３９年３月愛媛県告示第２８３号）の一部を次のように改正する。

平成２９年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第２３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年３月１０日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備事業 東宇和西部地区
（西予市） 平成２５年１０月１０日

改 正 後 改 正 前

次のものを除く使用料及び手数料

１ 使用料

�～� 省略

� 都市公園使用料

� 省略

� １件１万円以上のもの（産業技術研究所機器使用料並びに

農林水産研究所水産研究センターの検査及び農林水産研究所林

業研究センターの試験に係る使用料を除く。）

２ 省略

次のものを除く使用料及び手数料

１ 使用料

�～� 省略

� 省略

� １件１万円以上のもの（産業技術研究所紙産業技術センター

機器使用料、産業技術研究所窯業技術センター機器使用料及び

農林水産研究所水産研究センターの検査

に係る使用料を除く。）

２ 省略

愛 媛 県 報平成２９年３月１０日 第２８５５号
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愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２３３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２９年３月１０日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第２３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山東部環状線
松山市高井町１０８８番４から

同町１０８０番１地先まで
平成２９年３月１０日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山川内線
松山市松末一丁目６１番１地先から

同市松末一丁目７１番６まで
平成２９年３月１０日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第４４号

平成２９年２月２７日
伊予郡松前町大字筒井字北内開３２１番１、３２１番２、３２２番１、３２２番２

松山市和泉南二丁目１３番１１号

福屋不動産 株式会社

代表取締役 村 井 一 好

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 九島循環線
宇和島市本九島１８３７番５から

同市本九島１８３５番５まで

旧 ２．５～２．６ ０．０２４

新 ５．８～６．２ ０．０２４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 九島循環線
宇和島市本九島１８３７番５から

同市本九島１８３５番５まで
平成２９年３月１０日

愛 媛 県 報平成２９年３月１０日 第２８５５号

１２０
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�愛媛県告示第２３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 奈良近永線
北宇和郡鬼北町大字近永１４１２番２から

同大字１１０３番２まで

旧 ５．３～６．９ ０．１２９

新 ５．９～１８．１ ０．１２９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 奈良近永線
北宇和郡鬼北町大字近永１４１２番２から

同大字１１０３番２まで
平成２９年３月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島城辺線
南宇和郡愛南町僧都８７８番３から

同町僧都８７１番２まで

旧 ３．７～１３．７ ０．１８７

新 ８．１～２１．７ ０．１７８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島城辺線
南宇和郡愛南町僧都８７８番３から

同町僧都８７１番２まで
平成２９年３月１０日

愛 媛 県 報平成２９年３月１０日 第２８５５号

１２１
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公 告

�愛媛県告示第２４１号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２９年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

技能検定の合格者について

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づき平成２８年１２月１１日から平成２９年２月１２日までの間に実施した技能検定の合格者は、

次のとおりである。

平成２９年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野佐来八幡浜線
大洲市稲積２１７番２から

同市稲積４７４番３まで

旧 ８．８～１３．０ ０．０６５

新 ９．４～１４．３ ０．０６５

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

じん臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 泌 尿 器 科 市 立 大 洲 病 院 篠 森 健 介 大洲市西大洲甲５７０ 平成

２９年２月１日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器機能障害 内 科 大洲市国民健康保険

河辺診療所 濱 上 智 子 大洲市河辺町植松４２８番地 平成
２９年２月３日

肢 体 不 自 由 内科、外科 大洲市国民健康保険
河辺診療所 重 川 洋 一 大洲市河辺町植松４２８番地 平成

２９年２月６日

心 臓 機 能 障 害 循環器内科 喜 多 医 師 会 病 院 � 橋 佳 世 大洲市徳森字小鳥越２６３２－３ 平成
２９年２月２４日

造園（造園工事作業）

３級

受 検 番 号

Ｂ １

機械加工

特級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｂ ２

機械加工（普通旋盤作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７

Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １４

Ａ甲 １５ Ｂ １

工場板金（機械板金作業）

１級
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受 検 番 号

Ｃ １

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

工場板金（数値制御タレットパンチプレス板金作業）

１級

受 検 番 号

Ｂ １

仕上げ

特級

受 検 番 号

Ａ甲 ２

機械検査（機械検査作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ ２ Ｃ ３ Ｃ ４

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ５ Ｃ １

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １３

Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １９ Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２２

Ａ甲 ２３ Ａ甲 ２４ Ｂ １ Ｃ １

電子機器組立て（電子機器組立て作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ８

Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１

電気機器組立て（シーケンス制御作業）

２級
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受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ｃ ４

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１

Ａ甲 １３ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３ Ｃ ４

半導体製品製造

特級

受 検 番 号

Ｂ ４

半導体製品製造（集積回路チップ製造作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｃ １ Ｃ ３

自動販売機調整（自動販売機調整作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

空気圧装置組立て（空気圧装置組立て作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ７

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ７

Ａ甲 １０

油圧装置調整（油圧装置調整作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ｃ ２

農業機械整備（農業機械整備作業）

１級
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受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １１ Ａ甲 １３ Ａ甲 １４

Ａ甲 １５ Ａ甲 １８

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 １０ Ｂ １ Ｂ ２ Ｃ １

冷凍空気調和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ｂ ２

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ６ Ｂ １ Ｃ １

プラスチック成形（射出成形作業）

２級

受 検 番 号

Ｃ １

パン製造（パン製造作業）

１級

受 検 番 号

Ｂ １

菓子製造（洋菓子製造作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ４

建築大工（大工工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ６ Ｃ １

２級
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受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ４ Ａ甲 ９

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８

Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３ Ａ甲 １４

Ａ甲 １７ Ｂ １

配管（建築配管作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ７ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １５

Ｂ １ Ｃ ３ Ｃ ５ Ｃ ７ Ｃ ８ Ｃ １０

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ｃ ４ Ｃ ５

Ｃ ８ Ｃ ９ Ｃ １０

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３

Ａ甲 １４ Ａ甲 １５

配管（プラント配管作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３

型枠施工（型枠工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ６ Ａ甲 １１ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５

Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２２ Ｃ １ Ｃ ２

Ｃ ３ Ｃ ５
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鉄筋施工（鉄筋施工図作成作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ ４ Ｃ ５

鉄筋施工（鉄筋組立て作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｃ １

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３

コンクリート圧送施工（コンクリート圧送工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５

防水施工（塩化ビニル系シート防水工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３ Ｃ ４ Ｃ ５

Ｃ ６ Ｃ ７ Ｄ １ Ｄ ２

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２

内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｄ １ Ｄ ２ Ｄ ３

内装仕上げ施工（ボード仕上げ工事作業）

１級

愛 媛 県 報平成２９年３月１０日 第２８５５号

１２７



受 検 番 号 受 検 番 号

Ｄ １ Ｄ ２

樹脂接着剤注入施工（樹脂接着剤注入工事作業）

単一等級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２

Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １７ Ｂ １ Ｂ ２

Ｂ ３ Ｃ ２ Ｃ ３

ガラス施工（ガラス工事作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 ３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｃ ２

機械・プラント製図（機械製図手書き作業）

２級

受 検 番 号

Ｃ １

機械・プラント製図（機械製図ＣＡＤ作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ｂ ２ Ｃ ３ Ｃ ６

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ｃ １ Ｃ ３

Ｃ ４ Ｃ ７

３級

受 検 番 号

Ａ甲 １

電気製図（配電盤・制御盤製図作業）

１級
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公安委員会規則

�愛媛県公安委員会規則第１号
愛媛県公安委員会公印規程等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２９年３月１０日

愛媛県公安委員会委員長 増 田 吉 利

愛媛県公安委員会公印規程等の一部を改正する規則

（愛媛県公安委員会公印規程の一部改正）

第１条 愛媛県公安委員会公印規程（昭和３６年愛媛県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

受 検 番 号

Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３

塗装（鋼橋塗装作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ｃ １

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係）

１ 愛媛県公安委員会印

別表（第２条関係）

１ 愛媛県公安委員会印

項 ひな形
書

体

寸法（ミ

リメート

ル）
管理責任者 用途 項 ひな形

書

体

寸法（ミ

リメート

ル）
管理責任者 用途

縦 横 縦 横

１～３

省略

１～３

省略

４
愛
媛
県

公
安
委

員
会
印

か

い

書

１０ １０
運転免許

課長

１ 違反者講習

通知書の作成

用

２ 臨時認知機

能検査通知書

の作成用

３ 臨時高齢者

講習通知書の

作成用

４
愛
媛
県

公
安
委

員
会
印

か

い

書

１０ １０
運転免許

課長

１ 違反者講習

通知書の作成

用

５～１１

省略

５～１１

省略

注１ 運転免許管理事務用の具体的な用途は、申請による運転免

許取消通知、取消処分者講習、停止処分者講習、大型者講

習、中型車講習、準中型車講習、普通車講習、二輪車講習、

応急救護処置講習、応急救護処置指導者養成講習、原付講

注１ 運転免許管理事務用の具体的な用途は、申請による運転免

許取消通知、取消処分者講習、停止処分者講習

、普通車講習、二輪車講習、

応急救護処置講習、応急救護処置指導者養成講習、原付講
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（愛媛県道路交通規則の一部改正）

第２条 愛媛県道路交通規則（昭和４７年愛媛県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

習、旅客車講習、初心運転者講習、違反者講習、特定任意講

習、認知機能検査員講習及び指定講習機関制度の事務とす

る。

２ 省略

２ 省略

習、旅客車講習、初心運転者講習、違反者講習、特定任意講

習、認知機能検査員講習及び指定講習機関制度の事務とす

る。

２ 省略

２ 省略

改 正 後 改 正 前

（緊急自動車の運転資格の審査申請）

第７条の３ 令第３２条の３、第３２条の３の２第２項又は第３２条の５

第１項若しくは第２項に規定する審査を受けようとする者は、緊

急自動車運転資格審査申請書（別記様式第９号の２）を公安委員

会に提出しなければならない。

（運転者の遵守事項）

第１２条 法第７１条第６号の規定により、車両又は路面電車（以下

「車両等」という。）の運転者が遵守しなければならない事項

は、次の各号に掲げるものとする。

�～� 省略

� 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）に規定する自動車

登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し、若しくは反射

するための物を取り付け、又は付着させて、大型自動車、中型

自動車、準中型自動車、普通自動車（原動機の大きさが、総排

気量０．０５０リットル以下のもの及び定格出力０．６０キロワット以

下のものを除く。）又は大型特殊自動車を運転しないこと。

（申請用写真の添付の省略）

第２４条の３ 法第１０１条第１項の免許証の更新の申請、法第１０１条の

２第１項の更新期間前における免許証の更新の申請又は法第１０４

条の４第１項の免許の取消しの申請については、次の各号のいず

れかに該当する場合を除き、当該申請の書類に施行規則第１７条第

２項第９号の申請用写真（以下「申請用写真」という。）の添付

を要しない。

�・� 省略

（緊急自動車の運転資格の審査申請）

第７条の３ 令第３２条の３、第３２条の４又は第３２条の５

に規定する審査を受けようとする者は、緊

急自動車運転資格審査申請書（別記様式第９号の２）を公安委員

会に提出しなければならない。

（運転者の遵守事項）

第１２条 法第７１条第６号の規定により、車両又は路面電車（以下

「車両等」という。）の運転者が遵守しなければならない事項

は、次の各号に掲げるものとする。

�～� 省略

� 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）に規定する自動車

登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し、若しくは反射

するための物を取り付け、又は付着させて、大型自動車

、普通自動車（原動機の大きさが、総排

気量０．０５０リットル以下のもの及び定格出力０．６０キロワット以

下のものを除く。）又は大型特殊自動車を運転しないこと。

（申請用写真の添付の省略）

第２４条の３ 法第１０１条第１項の免許証の更新の申請、法第１０１条の

２第１項の更新期間前における免許証の更新の申請又は法第１０４

条の４第１項の免許の取消しの申請については、次の各号のいず

れかに該当する場合を除き、当該申請の書類に施行規則第１７条第

２項第８号の申請用写真（以下「申請用写真」という。）の添付

を要しない。

�・� 省略

（フレキシブルディスクによる手続）

第３１条 運転免許取得者教育の認定に関する規則第５条第１項の規

定による申請書の提出並びに同条第２項の規定による定款、運転

免許取得者教育指導員の名簿、教材の一覧表及び教育計画書の提

出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載されてい

る事項を記録したフレキシブルディスク及びフレキシブルディス

ク提出票（別記様式第３２号）を提出することにより行うことがで

きる。

２ 前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法（昭和２４年法律

第１８５号）に基づく日本工業規格（以下「日本工業規格」とい

う。）Ｘ６２２３に適合する９０ミリメートルフレキシブルディスクカ

ートリッジでなければならない。

３ 第１項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲

げる方式に従つて行わなければならない。

� トラックフォーマットについては、日本工業規格Ｘ６２２５に規

定する方式

� ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格Ｘ０６

０５に規定する方式

愛 媛 県 報平成２９年３月１０日 第２８５５号

１３０



「 大

型

中

型

普

通

大

特

大

自

二

普

自

二

小

特

原

付

け

ん

引

大

型

二

中

型

二

普

通

二

大

特

二

け
ん
引
二

別記様式第９号の２中「中型 普通」を「中型 準中型 普通」に、

」

「 大

型

中

型

準

中

型

普

通

大

特

大

自

二

普

自

二

小

特

原

付

け

ん

引

大

型

二

中

型

二

普

通

二

大

特

二

け
ん
引
二

を に改める。

」

「 乗用 貨物 特殊 二輪

大
型
中
型
普
通 軽 大

型
中
型
普
通 軽 大

型
小
型
大
型
普
通

免
許
種
別

大型 中型 普通 大特 自二

小
特一

種
二
種
一
種
二
種
一
種
二
種
一
種
二
種
大
型
普
通

「 乗用 貨物 特殊 二輪

大
型
中
型

準
中
型

普
通 軽

大
型
中
型

準
中
型

普
通 軽

大
型
小
型
大
型
普
通

免
許
種
別

大型 中型 準中型 普通 大特 二輪

小
特一

種
二
種
一
種
二
種
一
種
一
種
二
種
一
種
二
種
大
型
普
通

別記様式第１２号及び別記様式第１２号の２中 を

」 」

に改める。

別記様式第２０号の２を次のように改める。

（補則）

第３１条 省略

� 文字の符号化表現については、日本工業規格Ｘ０２０８附属書１

に規定する方式

４ 第１項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工

業規格Ｘ０２０１及びＸ０２０８に規定する図形文字並びに日本工業規格

Ｘ０２１１に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて

行わなければならない。

５ 第１項のフレキシブルディスクには、日本工業規格Ｘ６２２３に規

定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付け

なければならない。

� 提出者の名称

� 提出年月日

（補則）

第３２条 省略

愛 媛 県 報平成２９年３月１０日 第２８５５号

１３１



別記様式第２０号の２（第１７条の２関係）指示書

別記様式第２０号の２（その１） 最高速度違反用

愛 媛 県 報平成２９年３月１０日 第２８５５号

１３２



別記様式第２０号の２（その２） 過積載運転行為用

愛 媛 県 報平成２９年３月１０日 第２８５５号

１３３



別記様式第２０号の２（その３） 過労運転用

愛 媛 県 報平成２９年３月１０日 第２８５５号

１３４



別記様式第２０号の２（その４） 自動車運転代行業者の最高速度違反用

愛 媛 県 報平成２９年３月１０日 第２８５５号

１３５



別記様式第２０号の２（その５） 自動車運転代行業者の過労運転用

愛 媛 県 報平成２９年３月１０日 第２８５５号

１３６



別記様式第２１号の３及び別記様式第２１号の４中「第９０条第６項」を「第９０条第８項」に、「第１０３条第５項」を「第１０３条第６項」に改

める。

別記様式第２１号の５を次のように改める

愛 媛 県 報平成２９年３月１０日 第２８５５号

１３７



別記様式第２１号の５（第２３条の３関係）

愛 媛 県 報平成２９年３月１０日 第２８５５号

１３８



別記様式第２２号（その４）中「道路交通法第１０２条
第１項

」を「道路交通法第１０２条第１項」に改める。
第２項

別記様式第３１号を次のように改める。

愛 媛 県 報平成２９年３月１０日 第２８５５号

１３９



別記様式第３１号（附則第７項関係）

愛 媛 県 報平成２９年３月１０日 第２８５５号

１４０



別記様式第３２号を削る。

（取得時講習の実施に関する規則の一部改正）

第３条 取得時講習の実施に関する規則（平成６年愛媛県公安委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則の一部改正）

第４条 愛媛県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則（平成１４年愛媛県公安委員会規則第９号）の一部を次のように改正

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第１０８条

の２第１項第４号に規定する大型車講習、中型車講習、準中型車

講習及び普通車講習、同項第５号に規定する大型二輪車講習及び

普通二輪車講習、同項第７号に規定する旅客車講習並びに同項第

８号に規定する応急救護処置講習（以下「取得時講習」とい

う。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

（取得時講習の時間）

第４条 取得時講習の講義及び実技訓練の時間は、次の表のとおり

とする。

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第１０８条

の２第１項第４号に規定する大型車講習、中型車講習

及び普通車講習、同項第５号に規定する大型二輪車講習及び

普通二輪車講習、同項第７号に規定する旅客車講習並びに同項第

８号に規定する応急救護処置講習（以下「取得時講習」とい

う。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

（取得時講習の時間）

第４条 取得時講習の講義及び実技訓練の時間は、次の表のとおり

とする。

講習の種別 講 義 実技訓練 講習の種別 講 義 実技訓練

省略 省略

中型車講習 省略 中型車講習 省略

準中型車講習（普

通自動車免許を有

する場合）

１時間 ３時間

準中型車講習（普

通自動車免許を有

しない場合）

３時間 ５時間

省略 省略

（取得時講習終了証明書の交付申出の手続）

第５条 道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号。以下「規

則」という。）第３８条第１６項の取得時講習終了証明書の交付申出

は、取得時講習終了証明書交付申出書（様式第２号）を公安委員

会に提出して行うものとする。

（応急救護処置講習の指導者）

第６条 規則第３３条第４項第２号ニ、第３４条の３第１項第３号及び

第３８条第８項第２号並びに届出自動車教習所が行う教習の課程の

指定に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第１号。以下

「教習規則」という。）第１条第２項第３号、第３項第３号、第

４項第３号、第５項第３号、第６項第３号、第７項第３号、第８

項第３号、第９項第３号及び第１０項第３号に規定する応急救護処

置の必要な能力を有すると認める者は、次の各号のいずれかに該

当する者とする。

�～� 省略

（応急救護処置指導者養成講習）

第７条 応急救護処置指導者養成講習を受講できる者は、教習指導

員その他教習指導員資格者証の交付を受けた者、教習規則第１条

第２項第１号ロ、第３項第１号ロ、第４項第１号ロ、第５項第１

号ロ、第６項第１号ロ、第７項第１号ロ、第８項第１号ロ、第９

項第１号ロ若しくは第１０項第１号ロに掲げる者又は愛媛県警察職

員とする。

２・３ 省略

（取得時講習終了証明書の交付申出の手続）

第５条 道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号。以下「規

則」という。）第３８条第１５項の取得時講習終了証明書の交付申出

は、取得時講習終了証明書交付申出書（様式第２号）を公安委員

会に提出して行うものとする。

（応急救護処置講習の指導者）

第６条 規則第３３条第４項第２号ニ、第３４条の３第１項第３号及び

第３８条第８項第２号並びに届出自動車教習所が行う教習の課程の

指定に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第１号。以下

「教習規則」という。）第１条第２項第３号、第３項第３号、第

４項第３号、第５項第３号、第６項第３号、第７項第３号、第８

項第３号及び第９項第３号 に規定する応急救護処

置の必要な能力を有すると認める者は、次の各号のいずれかに該

当する者とする。

�～� 省略

（応急救護処置指導者養成講習）

第７条 応急救護処置指導者養成講習を受講できる者は、教習指導

員その他教習指導員資格者証の交付を受けた者、教習規則第１条

第２項第１号ロ、第３項第１号ロ、第４項第１号ロ、第５項第１

号ロ、第６項第１号ロ、第７項第１号ロ、第８項第１号ロ若しく

は第９項第１号ロ に掲げる者又は愛媛県警察職

員とする。

２・３ 省略

愛 媛 県 報平成２９年３月１０日 第２８５５号

１４１



する。

「 乗用 貨物 特殊 二輪

大
型
中
型
普
通 軽 大

型
中
型
普
通 軽 大

型
小
型
大
型
普
通

免
許
種
別

大型 中型 普通 大特 自二

小
特一

種
二
種
一
種
二
種
一
種
二
種
一
種
二
種
大
型
普
通

「 乗用 貨物 特殊 二輪

大
型
中
型

準
中
型

普
通 軽 大

型
中
型

準
中
型

普
通 軽 大

型
小
型
大
型
普
通

免
許
種
別

大型 中型 準中型 普通 大特 二輪

小
特一

種
二
種
一
種
二
種
一
種
一
種
二
種
一
種
二
種
大
型
普
通

様式第１号中 を に改める。

」 」

（特定任意高齢者講習及びチャレンジ講習の実施に関する規則の一部改正）

第５条 特定任意高齢者講習及びチャレンジ講習の実施に関する規則（平成１４年愛媛県公安委員会規則第１２号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（認知機能検査員講習の実施に関する規則の一部改正）

第６条 認知機能検査員講習の実施に関する規則（平成２１年愛媛県公安委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（講習の種別及び科目）

第４条 省略

２ 簡易講習及びシニア運転者講習の講習科目は、次の表のとおり

とする。

（講習の種別及び科目）

第４条 省略

２ 簡易講習及びシニア運転者講習の講習科目は、次の表のとおり

とする。

種別 講習科目 種別 講習科目

簡易講習 １～３ 省略

４ 運転適性についての指導

簡易講習 １～３ 省略

４ 運転適性検査器材を使用して行う運

転適性についての診断と指導

シニア運転者講習（合理

化講習）（７５歳未満の者

及び道路交通法施行規則

（昭和３５年総理府令第６０

号）第２９条の３第１項の

式により算出した数値

（以下「算出数値」とい

う。）が７６以上であった

者に対するもの）

１ 道路交通の現状及び交通事故の実態

２ 運転者の心構えと義務

３ 安全運転の知識

４ 運転適性についての指導①

５ 運転適性についての指導②

シニア運転者講習 １ 道路交通の現状及び交通事故の実態

２ 運転者の心構えと義務

３ 安全運転の知識

４ 自動車を運転して行う運転適性につ

いての診断と指導

５ 運転適性検査器材を使用して行う運

転適性についての診断と指導

シニア運転者講習（高度

化講習）（算出数値が７６

未満であった者に対する

もの）

１ 道路交通の現状及び交通事故の実態

２ 運転者の心構えと義務

３ 安全運転の知識

４ 運転適性についての指導①

５ 運転適性についての指導②

６ 総合的な安全指導

（講習時間）

第６条 特定任意高齢者講習の講習時間は、次の各号に掲げるとお

りとする。

� シニア運転者講習（合理化講習） ２時間

� シニア運転者講習（高度化講習） ３時間

� 省略

（講習時間）

第６条 特定任意高齢者講習の講習時間は、次の各号に掲げるとお

りとする。

� シニア運転者講習 ３時間（７５歳以上の者にあっては、２時

間３０分）

� 省略
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（認知機能検査の実施に関する規則の一部改正）

第７条 認知機能検査の実施に関する規則（平成２１年愛媛県公安委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（認知機能検査員審査の実施に関する規則の一部改正）

第８条 認知機能検査員審査の実施に関する規則（平成２２年愛媛県公安委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、平成２９年３月１２日から施行する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９７条

の２第１項第３号イ、第１０１条の４第２項又は第１０１条の７第１項

の規定に基づく認知機能検査（以下「認知機能検査」という。）

の実施に必要な技能及び知識に関する講習（以下「認知機能検査

員講習」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとす

る。

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９７条

の２第１項第３号イ又は第１０１条の４第２項

の規定に基づく認知機能検査（以下「認知機能検査」という。）

の実施に必要な技能及び知識に関する講習（以下「認知機能検査

員講習」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとす

る。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下

「法」という。）第９７条の２第１項第３号イ、第１０１条の４第２

項又は第１０１条の７第１項の規定に基づく認知機能検査（以下

「検査」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとす

る。

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下

「法」という。）第９７条の２第１項第３号イ又は第１０１条の４第

２項 の規定に基づく認知機能検査（以下

「検査」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとす

る。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９７条

の２第１項第３号イ、第１０１条の４第２項又は第１０１条の７第１項

の規定に基づく認知機能検査（以下「認知機能検査」という。）

の実施に必要な技能及び知識に関する審査（以下「認知機能検査

員審査」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとす

る。

（認知機能検査員審査の基準）

第２条 認知機能検査員審査は、当該審査を受けようとする者が、

次の各号のいずれかに該当する者であるかどうかを書面で確認す

る方法により行うものとする。

� 省略

� 警察庁又は都道府県警察が実施する認知機能検査の実施に必

要な技能及び知識に関する講習を終了した者

� 自動車安全運転センターが実施する認知機能検査員課程 を

終了した者又は平成２２年４月１日から平成２５年３月３１日までの

間に自動車安全運転センターが実施した高齢者講習指導員課程

を終了した者

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９７条

の２第１項第３号イ又は第１０１条の４第２項

の規定に基づく認知機能検査（以下「認知機能検査」という。）

の実施に必要な技能及び知識に関する審査（以下「認知機能検査

員審査」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとす

る。

（認知機能検査員審査の基準）

第２条 認知機能検査員審査は、当該審査を受けようとする者が、

次の各号のいずれかに該当する者であるかどうかを書面で確認す

る方法により行うものとする。

� 省略

� 警察庁 が実施する認知機能検査の実施に必

要な技能及び知識に関する講習を終了した者

� 自動車安全運転センターが実施する高齢者講習指導員課程を

終了した者（平成２２年４月１日以降に終了した者に限る。）

平成２９年３月１０日 発行
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